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第31回 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

日 時 :平成 23年 12月 21日 (水 )

10:00～ 12100
場 所 :厚生労働省 省議室

議 事 次 第

○ 議 題

1.審議事項

次期国民健康づくり運動プランの基本的な方向性について

2.報告事項

(1)健診 口保健指導の在り方に関する検討会について

(2)歯科口腔保健の推進に関する専門委員会にういて

3.その他



厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会委員名簿
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○ 配付資料一覧

資料 1  厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会次期国民健康づ くり運動

プラン策定専門委員会について

資料 2  次期国民健康づくり運動プランの基本的な方向性に関する論点

資料 3  第 1回 、第 2回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会での

主なご意見

資料 4  健診・保健指導の在り方に関する検討会について

資料 5  厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会歯科口腔保健の推進に

関する専門委員会について

資料 6  次期国民健康づくり運動プラン策定に関する意見聴取の進め方

参考資料 1 健康づくり対策の流れと「健康日本 21」 最終評価 概要

(第 1回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 資料)

参考資料 2 次期国民健康づくり運動プランの見直 しの方向性 (案 )

(第 1回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 資料)

参考資料 3 健康づくりをめぐる日本の社会経済、人口構造等の状況

(第 1回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会 資料)

参考資料 4 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会における次期国民

健康づくり運動に関する委員提出資料

参考資料 5 東日本大震災における被害状況 (医療機関・社会福祉施設)
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会次期国民健康づくり運動プラン

策定専門委員会設置要綱

(次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会委員長決定)

1.目  的

急速な人口の高齢化や生活習慣の変化に伴う疾病構造の変化に対応し、すべての国民

が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、平成12年 より「21世紀におけ    .
る国民健康づくり運動 (健康日本21)」 を策定し、平成24年度までを運動期間として

取組が進められてきた。

この健康日本 21においてはt各分野ごとに個別に設定された健康づくりの目標や関

連する取組・施策の達成度の評価を行い、その結果を取りまとめたところである。
こうした健康日本21の評価の結果や、国民の健康を取り巻く現状や課題等を踏まえ、

平成25年度から開始予定の次期国民健康づくり運動のプラン策定に向けて、必要な作業

を行うため、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に「次期国民健康づくり運動プ

ラン策定専門委員会」を設置する。

2.検討事項

次期国民健康づくり運動プランに盛り込むべき目的や理念、目標などの在り方、運

動の推進方策などに関する検討等。

3.構 成

(1)専門委員会の委員は別紙のとおりとする。なお、専門の事項について検討を行

うため、必要があるときは、委員会の下にワーキンググループを置くことができ

る。

(2)委員長は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則 (平成23年 10月

14日 地域保健健康増進栄養部会長決定)第 3条に従い、専門委員会委員の中から

部会長が指名する。

(3)委員長に事故があるときは、専門委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指

名したものがその職務を行う。

4.委員会の運営等

(1)専門委員会は委員長が招集する。なお、審議の必要に応じ、適当と認める有識

者等を参考人として招致することができる。

(2)専門委員会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場合には、委員長
の判断により、会議、議事録及び資料を非公開とすることができる。

(3)専門委員会の庶務は、健康局総務課生活習慣病対策室において総括し、及び処

理する。



次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会委員名簿

属所

国際医療福祉大学大学院教授

慶應義塾大学医学部教授

日本大学歯学部教授

公益財団法人結核予防会複十字病院長

盛岡大学栄養科学部教授

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
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新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科教授

国立大学法人山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座教授

立教大学平ミュニティ福祉学部教授

国立保健医療科学院生涯健康研究部長
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厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会及び専門委員会の今後の日程 (案 )

<厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 >

○第 30回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 (開催済み)

10月 14日 (金)10時 ～ 12時
最終評価 の報告

次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会の設置了承

その他、報告事項など

<次期プラン専門委員会 >

★第 1回専門委員会 (開催済み)

H月 25日 (金)9～ 12時

(進 め方、論′点整理 )

★第 2回専門委員会 (開催済み)

12月 7日 (水)9～ 12時

(基本的方向性 )

★第 3回専門委員会

1月 12日 (木)13～ 16時

(骨子 (中間取りまとめ)案 )

★第 4回専門委員会

2月 15日 (水)13～ 16時

(プラン (素案))

★第 5回専門委員会

3月 19日 (月 )13～ 16時

(プ ラン最終 (諮問)案 )

ｒ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

○第 31回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

12月 21日 (水)10時 ～ 12時

〔
。次期国民健康づくり運動プランの基本的方向性

・

                            |

○第 32回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

1月 23日 (月 )14時 ～ 16時

○第 33回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

2月 28日 (水)15時 ～ 17時

○第 34回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

4月 下旬 ～ 5月 下旬 頃

〔
・
資期顔曇源進ぅ食翼社ほ署F啓層基奮;ト

(案)



資料 2

次期国民健康づくり運動プランの基本的な方向性に関する論点

10年後 を見据えた目指す姿について

○ 国民が共に支え合ぃ健康で幸せに暮らすためには何が必要か。

○ 子ども達が希望を持つ社会づくりや、虐待や不登校などの問題を解決する社会を

どう作るのか。

○ 子育て世代が、仕事と家庭のがランスを保つて生活の余力が持てるような社会に

は 何 が 必 要 か 。

○ 高齢者が生き甲斐を持って生きるためにどういつた社会が必要か。

・ 上記を達成するために、

> 地域づくりの観点からどう考えるか。

> 個人、専門家、行政等の役割をどう考えるか。

本的な方向について

○ 個人の生活習慣改善以外の視点として、個人の健康が大きな影響を受|け る社会環

境について計画に取り込むべきではないか。どういつた視点があるか。

○ 健康寿命の延伸のために、必要なライフステ∵ジに応じた健康づくりは何か。

○ 健康格差の縮小について取り組むべきではないか。その課題はなにか。

○ 健康に関心のない人に対してどう取り組むべきか。

○ 高齢者社会を踏まえて、治療中や介護中の人に対して段階に応じた健康づくりに

どう取り組むべきか。

○ 国民に分かりやすく伝え、理解を広めるためにどうすればよいか。

目標につい

○  目標に関して、個人で達成すべきものと社会環境に関する日標の両方があって

よいのではないか。

○ 地方 自治体が健康増進に取 り組むにあたつて、国民に分か りやす く、既存のもの



を活用した客観的な指標が必要ではないか。

○ 目標設定にあたつては、上位の目標 (大 きく目指す 日標)とそれを達成するため

の目標といつた整理や 日標の相互関係の整理など、構造を明らかにすべきではな

い か 。
         |

○ 指標については、重複を排除し、全体バランスを考え整理が必要。どの領域に重

点的に取り組むかも踏まえ決めるべきではないか。その場合、どの領域を重点化

すべきか。

○ 評価方法として、平均値を用いるな割合を用いるか等は個別に整理すべきでは。

例)平均値 :野菜平均 350g以上、割合 :野菜 350g以上を摂取している人の割合の

刑雪
タ
ロ

自治体の計画策定や調査、連携

○ 都道府県及び市町村 における健康増進計画の策定に関する基本的な事項に関 し

て、特に留意すべき点としてどのようなものがあるか。

○ 健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項に関して、どういう取組

が必要か。  ｀

○ 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項に関して、ど

ういう取組が必要か。

○ 生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項に関して、どういう取組が必要

か 。                                          .

○ 上記以外の、国民の健康の増准の推進に関する重要事項に関して、特にどういう

事項に留意するべきか。

2



資料 3

第 1回、第 2回次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

での主なご意見

10年後を見据えた目指す姿について

一国民の支え合い一

。 全ての国民が共に支え合い、健康で幸せに暮 らせる社会を目指す。

一子 ども達を支援する社会一

。 子 どもたちが希望の持てる社会を目指すべき。その基盤 となる
.健

康を大切にできる社会

を目指す。

・ 子どもの不登校 も高止まりの状況だが、適切に支援をすれば再登校して社会を担ってい

く。将来支援を受ける側になるか、支援をする立場になるかは大きな違いで、少子高齢

社会だからこそ、子 どもに対するサポー トは重要。

・ アメリカの大規模研究では、幼児期の虐待などの逆境的な環境が、うつや喫煙などに関

連 しているとい う結果もあるので、早期の段階での環境をより良いものにすることは、

大人のメンタルヘルスにとつても大変重要。

一子育て世代の仕事 と家庭のバランスー

。 若い世代は、労働時間が長 くて、生活に余力をもてない。働きながら家庭生活の役割も

担 うバランスのとれた働き方をもっと普及 しなければ、10年後は家庭で高齢者を支えな

がら働 くとい う姿はなく、そのためにもワークライフバランスが重要。

・ 親世代が忙 しい世代なので、祖父母が孫の育児をサポー トするなど、お互いに助けあう、

ポジティブな世代間相互扶助の像が提案できるとよい。

一高齢化社会に向けて一

・ 高齢者が生きがいを持つていきていける社会を目指す。

・ 10年後のさらに 10年後を見据えた土台づ くりとして、著 しく進む高齢社会を見据える

ことが必要。

・ 単に健康とい うものではなく、労働 も見据えた躍動型超高齢者社会の構築を目指すべ

き。

・ 高齢者 にとつての働きやすい職場づくりも必要。

・ 高齢者の一人暮 らしが増えてくることを踏まえ、高齢者になってからの施策ではなく、

もう少 し手前の段階から施策を進めることが必要。

一地域社会、環境づ くリー

。 在宅医療、地域 コミュニティの問題も含めてほしい。

・ 地域づ くりとい う観点が重要。有効なソーシャルキャピタルの活用を促進。

・ 誰もが社会参力日でき、健康づくりの資源にアクセスできる社会を目指す。

・ 「健康 日本 21」 には、health environment(環 境面)が弱かつた。社会環境の課題を

明確にすべきき



―専門家等の役割―

・ 病院、介護の現場にいる専門家や臨床家の役割も含めて考え、専門家や臨床家への普及

もしていくべき。

本的な方向について

―社会環境の改善一

。 健康 日本 21は、個人の生活習慣に着日して作 られていたが、個人の健康は、社会環境

により大きな影響を受けるので、生活や労働環境など様々な要因を考慮 して計画をたて     _
ることが必要。

・ 健康 日本 21の反省 として、日標が個人の目標が中心だったことがあるので、社会をみ

る指標 をしつか り確立していく必要がある。

・ 個人のニーズがないと環境は変わ らない。知識が行動に結びつくことを身につけた国民

を増や してい くことが重要。

・ 個人 と環境は両方重要で、車の両輪のようにいずれも必要。

一ライフステージに応 じた健康寿命の延伸人の取組一

。 国民が一番重要視しているのは、健康寿命。

・ 健康寿命の延伸は大変重要なことで、高齢者 になる前まではその方針だが、75歳以上に

なると不健康寿命をいかに縮めるかとい う観点も必要。

・ 健康に過 ごして、人生の最期に、自分が満足 してよかつた と思えることが重要。

・ 成育期から高齢期まで各ライフステージ (世代)の社会的役割 とそれを支える健康の確

保のための取組を推進することが重要。

一健康格差の縮小、健康に関心のない人に対 して一

・ 新 しい健康づ くり運動プランで守るべきターゲットで優先順位が一番高いのは、健康の

意識はありながら生活に追われて健康が守れない、また生活に追われるあまり健康にも

関心が持てない人々である。今後健康格差が広がる中で、こうした人々の健康に役立つ

ような健康政策や社会環境整備に取 り組み、 どこまで健康格差が縮小できるかが重要

・ 病気や健康に関する講座を開いても、い らつしゃる方は関心の高い方。無関心層をどう

ひきつけるかが重要。

一高齢化社会を踏まえて一

。 健康 日本 21では、一次予防の重視が中心だったが、今回は高齢社会とい うこともあり、     
‐

治療中の方も介護を要している方も、それぞれの段階に応 じた健康づ くりに取 り組める

働きかけが必要。

・ 一次予防とともに、重症化予防も重視。

一国民への啓発―

。 国民運動 として、国民にわかりやすく伝 え、理解を広める啓発活動を促進。

一その他―

・ 関係省庁の連携による取組の推進。
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・ 健康に関連するような環境が地域にどれ くらいあるのか、積極的に開示 して、それを広

報することで、自治体間の競争が生まれ、健康なまちづくりが進むような工夫が必要。

目標につい

―個人の日標 と社会の目標一

。 日標に関して、個人で達成すべき目標と、社会に環境に関する目標が両方あってよい。

・ 社会生活機能低下の低減と社会参加の機会の増加は、関連して考えるべきもの。

・ 個人についてはライフステージに応じた日標を設定すること、社会環境については地域

社会、職場、学校は、何を目指すかを明らかにすることが重要である。

。 「個人に関する目標」と「社会に関する日標」をシンクロさせることが必要。

。 こどもの健康は環境 。社会の影響を受けやすいので、環境という観点は重要。

・ 高齢者領域は、個人と社会の両者が関連し合う領域でもある。

・ 社会環境はデータの蓄積がなく、難しいものがあるが、日標として今後 10年間続けら

れるものを 1つ 2つ出し、モニタリングをしてみるという感覚も大事。

一運動の展開を視野に入れた日標の設定一

。 国民に伝え、実現していくために、わかりやすく、実施しやすい日標値にすべき。

・ 目標設定をどうたてるのかの「What to do」 とこの運動をどう展開するかの「How to d。 」

の整理が必要。前者については、エビデンスで整理できる部分もあり、優先順位で選ぶ

ことも可能である。一方、後者については、健康日本 21での反省点でもあり、best

Practiceと まではいかなくても、goOd Practiceを 、自治体職域の事例から学んで、

次期プランでは十分に発信していく必要がある。

・ 自治体、地域の本気度が試される時代。自治体が健康施策に総合的に取 り組んでいるこ

とが客観視できる目標を設定すべき。

・ 地域をサポー トする体制が必要。

・ 継続的にモニタリングが可能なものとすべき。

・ 新たに取 り組むのではなく、データも含め、既存のものをうまく活用して取り組むこと

も重要:

・ 他の計画との整合性もしつかり図つていくべき。

一日標設定の構造や考え方―

。 日標については、政策としての子
~ズ、インパク トの大きさからみて、優先順位が高く、

今回のプランにおいて重点を置く目標、エビデンスに裏付けられていて、実行可能性の

ある日標設定が可能なものに絞り込むとよい。

・ 健康 日本 21の反省は、指標が非常に多くて、上位の日標とそれを達成するための目標

などの整理が不十分だつた点があげられるので、指標の相互関係をしつかり整理した方

がよい。  ′

」 健康 日本 21では、大きく目指す日標 とそれを達成するためにやるべきことの目標につ
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いて必ず しも論理的な構造の中で整理されていなかうたので、整理する必要がある。
。 なるべく客観的な指標を用いるべき、なるべく少ない指標を掲げ、それを達成するため   ′

の複数の指標があつてもよいが、単純化することが重要。

・ 健康づくりという観点が抜けないよう、特定の病気に偏らないようにすべき。

・ 複数あつた指標のなかで関連の高いものは片方を選ぶなどの整理も必要。

・ 都道府県や市町村が取り組むことが明確となる、わかりやすい指標として、数値として

示すのがよい。

・ 疾病予防とリスク低減については、サイエンスでの整理と、実行可能性 も含めてのマネ

ジメントは分けて考えることが必要。まずは、サイエンスで整理可能な部分は、その整     _
理を行 う。

・ 疾病の認知度の向上に加え、性年齢別、地域別にわけて考えてはどうか。

“ 専門性、エ ビデンスに関しては、各分野で様々であるので、一律にすることは難しいた

め、強弱をつけて目標を設定してはどうか。

・ 病気 とうまく付き合っていく視点が大事であり、病気であつてもそのリスクをどの程度

知っているかが課題である。

・ 疾患によつては、予防と治療が重なってくる部分があり、その部分をどう扱うかが課題。

一評価方法―

・ 評価方法として、平均値を用いるか害1合を用いるか等は個別検討すべきでは。

例)平均値 :野菜平均 350g以 上、割合 :野菜 350g以上を摂取している人の割合の増

カロ

・ ハイ リスク者の割合を減少させるのか、国民平均の リスクを減少させるのかは、疾病の

おかれた状況などに応 じ、適宜使い分ける必要あるのではないか。

一個別 目標について一

。喫煙、飲酒、身体活動、体重、野菜・果物不足、塩分・高塩分食の摂取、感染等が日本人

の発がん リスク要因としてエビデンスが報告されてお り、日本人への相対 リスク、寄与割

合等を踏まえ、がん予防を推進すべき

。血圧値 とコレステロール値の減少が必要

・食事以外の要因では、20歳からの体重変化や高血圧の既往、喫煙、飲酒等が生活習慣に

かかるリスクとして報告されており改善が必要

。COPDの原因の 90%はタバコ煙によるものであり、喫煙者の 20%が COPDを発症するとさ

れており、喫煙が最大の発症 リスクとなっている

。早期禁煙ほど有効性が高くたばこ消費の 20-30年後に遅れて死亡が増加するため、若午者

の喫煙率の低減は喫緊の課題

・COPDのモニタリング、健診、診療t国民認識の向上等が課題

・喫煙 ど受動喫煙に関連した疾病、障害、死亡を減少させるために、喫煙率の低下と受動喫

煙の防止を達成するための施策等をよリー層充実させるとともに、喫煙率の低下と受動喫

煙の防止に関わる指標と目標を設定することが重要

・ 未成年が出入 りする場所での対策が必要



・多量飲酒の低減と未成年者の飲酒防止は引き続き取り組むべき

・ リスクの少ない飲酒についての知識の普及が必要

。若年女性の飲酒量の増加が懸念され、女性のアルコール依存症数も増加しており女性の飲

酒量の低減が必要

。成人期の月巴満が課題。男性の 20歳代から30歳代にかけての体重増加の割合が最も多く、

抑制が必要

・地域格差がみられるため、地域格差に配慮した取組が必要

・家FLIに おける共食等を通じた子どもの食育の推進が必要

`食塩摂取量減少、野菜摂肇量の増加が重要であり、更なる食塩摂取量の減少のために、消

費者の啓発、栄養成分表示等が必要

・20歳代で栄養素の摂取や行動変容が乏しいことから、この年代への対策が必要

・ライフステージを踏まえ、幼児・学齢期におけるう蝕予防、成人期における歯周病予防、

中高齢期における歯の喪失の防止と口腔機能低下の軽減への取組が重要

・過去 10年の減少が著しい 1日 の歩数は、一番の課題。

・高い体力を持つことが必要。 (例 :1日 の歩数を概ね 1000歩増やす、週 1時間の息が弾む

運動の実施者を性 。年齢を考慮して 10%増加させる、体力を 1害J上げる等)

・睡目民衛生、自殺者数、ストレスを感じた人等のモニタリングを継続し、「うつ」をターゲ

ットにしては。

・思春期のメンタルヘルスに対する学校、医療機関の対応が必要

・就業等地域活動をしている高齢者の増カロや認知症リスクのあるものの減少、運動器症候群

(ロ コモティブシンドローム)対策を遂行することが高齢化社会を見据え必要。

・適切な身体運動、食生活の改善の啓発、骨粗愁症検診率の向上等により、骨粗髪症、運動

器慢性疼痛 (腰痛、膝痛など)等の改善を目指す。



次期国民健康づくり運動プランに盛り込む目標に対するご意見(例 )

〇健康寿命 (日 常生活に支障のない期間、自分が健康であると自覚している期間)の延伸

〇主観的健康度

○早世の減少、疾患別・年齢調整死亡率の低下 (心血管、脳血管、がん)

○高血圧者の害1合の減少/高血圧の有病率 (性・年代別)の減少

○脂質異常者の減少/脂質異常症の有病率 (性 年ヽ代別)の減少

○糖尿病者の減少/糖尿病の有病率 (性・年代別 )

○糖尿病とその合併症について正し〈理解している国民の増加

○糖尿病性腎症による新規透析導入患者数の減少 (年齢調整 )

○メタボリックシンドローム該当者、予備群の減少 (性・年代別 地ヽ域別割合 )

○生活習慣病治療中の患者のうち、コントロール不良者の減少、未治療者のうち、放置者の減少

○認知症ハイリスク高齢者の割合の減少

〇うつ・自殺者の減少

○ロコモテイブシンドローム (運動器症候群)を認知している国民の割合の増加

○骨粗霧症者の割合の減少 (思春期の低骨量女子の減少、40歳 以降骨粗琢症者の割合の減少 )

○運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思う人の割合の増加

○健診受診率 (特定健診、がん検診、運動器健診)の 向上

○健診後の保健指導の実施率の向上

○肥満者の害1合 の減少 (小児、40歳以上中高年)

○やせの者の割合の減少 (思春期、20歳代女性、高齢者 )

○塩分摂取量の減少 (多量摂取者の減少、国民平均値の減少 )

○野菜・果物低摂取者の割合の減少

○学童・思春期の家族との共食の増加

○ 日常生活における歩数の増加 (成人、高齢者 )

○運動習慣者の割合の増加 (成人、高齢者 )

○安全に歩行可能な高齢者の増加 (開眼片脚起立時間20秒以上に該当する人の増加 )

○十分な睡眠の確保

○ストレスを感じた人の害1合の減少

○成人の喫煙率の低下

○未成年者の喫煙率の低下 (中 学生、高校生 )

OCOPD等の知識の向上

○アルコール摂取量の減少  ,

○過乗J飲酒者 (週 1日 以上、1日 平均男性46(女性23)g以上)の害1合 の減少

O一人平均のう歯数の減少

○歯肉炎、歯周炎の減少 (有する人の害1合 )

○歯の早期喪失の防止

○口腔機能低下の軽減

○喫煙が及ぼす健康影響(歯周病)についての出いな知識の普及



○都道府県別の平均余命・健康寿命格差の縮小

○所得や雇用形態でグループ化された集団別の健康寿命の格差の縮小

○都道府県別 (または市町村別)年齢調整死亡率格差の縮小

○健康格差の把握とその対策をしている自治体数の増加

○ソーシャルサポートの授受が豊かな地域社会 (自 治体)数の増加

○自治体総合計画等のなかに、10年後を見据えた健康政策の具体的指針の記載がある自治体の害1

合の増加

○高齢者就業率の増加

○社会活動をしている高齢者の割合の増加

○健康づくりを目的とした住民組織が活動している自治体の割合

○保健サービスヘのアクセス改善に向けた取組をしている自治体の割合の増加
(30分以内にアクセスできない地域住民の減少等)        1

0栄養表示 (特に、総エネルギーや食塩)を行う食品数の増加

○食品・外食料理・給食の栄養成分表示を行う店舗数の増加

○健康的な食物(低エネルギー密度、適切なポーションサイズ)へのアクセスの改善

〇通勤・通学における自動車利用率の減少

○スポTツ施設提供業事業所数(フィットネスクラブ含む)の増加

○都道府県対抗「1日 1万歩 :」 アワードの実施 (「 1日 1万歩歩く人の人数/人口比Jで効果を上げた
自治体を表彰 )

○都市計画に「歩く(活動する人が増加する)人が増えるまちづくり」方針を掲げて具体的な施策を
実施している自治体の割合の増加

○職場の管理監督者に心の健康対策の教育研修・1青報提供を実施している事業所割合の増加

○未成年が出入りする飲食店で禁煙

○受動喫煙を受けた人の割合の低下(家庭、職場、公共施設、飲食店 )

○歯科保健推進条例を制定する自治体数の増加
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健診・保健指導の在 り方に関する検討会について

○健診 口保健指導の在 り方に関する検討会 開催要綱・・ コロ・ 1
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健診・保健指導の在り方に関する検討会 開催要綱

1 目的

すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、平成 12

年に「健康日本 21」 を策定し、国民が主体的に取り組むことのできる健康づくり

運動を推進 してきたところである。この運動期間が平成 24年度をもつて終了する

ことから、現在、健康 日本 21の評価結果を踏まえて次期の国民健康づくり運動の      .
プランの策定に向けた作業が進められているが、国民を対象として実施 されている

健康診査等の内容等についても、次期国民健康づくり運動の日標達成に資するため、

必要な見直しの要否について検討を行う必要がある。

また、生活習慣病予防の徹底を図る観点から、40歳以上の医療保険加入者等に

対して実施している特定健診・保健指導については、平成 20年の開始以来定着し

てきているが、その効率的・効果的実施を図るため、これまでの制度の運営状況や、

制度創設後に蓄積された知見を踏まえ、その実施内容や実施手法等について検討を

行 う必要がある。

このような状況を踏まえ、今後の健診・保健指導の在り方について厚生労働省健

康局長の下、有識者の参集を求め、所要の検討を行う。

2 検討事項

(1)今後の健康増進対策として必要な健診・保健指導について

(2)特定健診・保健指導の実施上の課題について

(3)今後の健診・保健指導の在り方について

3 構成員

別紙参照

4 その他

(1)検討会に座長を置く。

(2)健康局長は、必要に応 じ、構成員以外の有識者等に出席を求めることができる。      ‐

(3)検討会は、原貝Jと して公開とする。

(4)検討会の事務は、健康局総務課生活習慣病対策室の協力を得て、健康局総務課      ‐

保健指導室において行 う。

(5)こ の要綱に定めるもののほか(検討会の運営に関し必要な事項は、検討会にお  '
いて定める。



(別紙 )

健診・保健指導の在 り方に関する検討会 構成員名簿

荒本田 美香子  国際医療福祉大学大学院 保健医療学専攻看護学分野地域看護学領域教授

井伊 久美子  公益社団法人日本看護協会常任理事

大井田 隆   日本大学医学部教授

大江 和彦   東京大学大学院 医学系研究科医療情報経済学分野教授

門脇 孝    東京大学大学院 医学系研究科糖尿病 。代謝内科教授

迫 和子    社団法人日本栄養士会専務理事

佐藤 保     社団法人日本歯科医師会常務理事

島本 和明   札幌医科大学長

竹村 克二   医療法人寿慶会竹村クリニック院長

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター長

鳥羽 研二   国立長寿医療研究センター病院長

永井 良三   東京大学大学院 医学系研究科教授

野口 緑     尼崎市環境市民局市民サービス室健康支援推進担当課長

林 謙治    国立保健医療科学院長

保坂 シゲ リ  社団法人日本医師会常任理事

松岡 幸代    国立病院機構京都医療センター・臨床研究センター予防医学研究室研究員

三浦 宏子    国立保健医療科学院 地域医療システム研究分野統括研究官

宮崎 美砂子  千葉大学大学院 看護学研究科地域看護学教育研究分野教授

宮澤 幸久   帝京大学 医療技術学部教授

宮地 元彦   独立行政法人国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長

山門 賞    三井記念病院総合健診センター所長

吉池 信男   青森県立保健大学 健康科学部栄養学科教授

(50音順・敬称略)



「健診・保健指導の在 り方に関する検討会」の開催状況について

平成 23年
12月 7日 (水)第 1回検討会

・健診 "保健指導の在 り方に関する検討会の進め方について

口健診・保健指導の課題について

く今後の予定について>

平成 23年
12月 27自 (火)第 2回検討会

・特定健診・保健指導の課題について

・次期国民健康づくり運動プランの検討状況にっいて

平成 24年
1月 中  第 3回検討会

・次期国民健康づ くり運動プランや各計画の骨子を踏まえた検討項目に

ついて

,特定健診・保健指導の課題について

2月 中  第 4回検討会

口各計画・プランヘの検討内容の反映方針について

・中間的なとりまとめ

※平成 24年度以降も随時開催



資料 5

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

について

○厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会歯科口腔保健の推進に

関する専門委員会設置要綱 ・・・・ ロロロ・・・・・ ロロ・ 口1

0厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会歯科口腔保健の推進に

関する専門委員会委員名簿 ・ 日■■●■■・・ ロロ・・・・・ 2

0歯科口腔保健の推進に関する専門委員会 ワTキンググループ委

員名簿
E E E E■ ■■ ■■ 口■■ ロ ロロ3

○歯科口腔保健の推進に関する専門委員会の進め方 ・・ ロロ・ 4



厚生科学 審議会地域保健健康増進栄養部会歯 科口腔保健の推進 に関す る専 門委員会

設置要綱

(歯科 口腔保健の推進 に関す る専門委 員会委員長決定 )

1.目  的

歯科口腔保健の推進に関する法律 (以下、「歯科口腔保健法」という。)が平成 23年 8月 2日 成

立 し、同月 10日 に公布、施行された。

歯科口腔保健法第 12条第 1項において、「厚生労働大臣は、第 7条から前条までの規定により    .
講ぜられる施策につき、それ らの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項 (以

下、「基本的事項」という。)を定めるものとする。」とされていることから、「基本的事項」を早急

に策定する必要がある。

歯科口腔保健を取 り巻く現状や課題などを踏まえ、基本的事項策定に必要な作業を行うため、地

域保健健康増進栄養部会に「歯科口腔保健の推進に関する専門委員会」を設置する。

2.検討事項

歯科口腔保健法の基本的事項に盛 り込むべき目的や理念のほか、歯科口腔保健法第 7条から第

11条に関する方針、目標、計画などに関する検討に向けた作業を行う。

・ 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等について (第 7条 )

・ 定期的に歯科検診を受けることへ等の勧奨等について (第 8条 )

・ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等について (第 9条 )

・ 歯科疾患の予防のための措置等について (第 10条 )

・ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等について (第 11条 )

3.構 成

(1)専門委員会の委員は公衆衛生学や歯科保健に関する研究者、行政関係者等から構成すると

し、別紙のとおりとする。なお、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは、

委員会の下にワーキンググループを置 くことができる。

(2)委員長は、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営細則 (平成 23年 10月 14日 地域

保健健康増進栄養部会長決定)第 3条に従い、専門委員会委員の中から部会長が指名する。

(3)委員長に事故があるときは、専門委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名したもの    ・

がその職務を行う。

4.委員会の運営等

(1)専門委員会は委員長が招集する。なお、審議の必要に応 じ、適当と認める有識者を参考人

として招致することができる。

(2)専門委員会の議事は公開とする。ただ し、特段の事情がある場合には、委員長の判断によ

り、会議、議事録及び資料を非公開とすることができる。

(3)専門委員会の庶務は、医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室において総括し、及び処理す

る。



厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

歯科口腔保健の推進に関する専門委員会委員名簿

氏

1石 塚

2井 上

3井 下

4今 村

5植 田

6大 内

7笑 将

8金 澤

9金 田

10神 原

11佐 藤

0 12林

13藤 田

14堀 井

15三 浦

16南

17馨 蕗

18安 井

O:委員長

名
一鐵
一議
一馨
導聡
一［
一『
一葬
縮̈
一は
一嘲
“保
赫̈
」尚
こ嗜
一好
〓砂
一［
一権

現  職

秋 田 県 健 康 福 祉 部 健 康 推 進 課 長

昭 和 大 学 歯 学 部 教 授

滋 賀 県 衛 生 科 学 セ ン タ ー 冨f所 長

日 本 医 師 会 常 任 理 事

日 本 大 学 歯 学 部 教 授

新 潟 大 学 大 学 院 医 歯 学 総 合研 究 科 教 授

愛    知    県    知    事

日 本 歯 科 衛 生 士 会 長

荒 川 区 健 康 部 長 兼 保 健 所 長

日 本 回 腔 衛 生 学 会 理 事 長

日 本 歯 科 医 師 会 常 務 理 事

国 立 保 健 医 療 科 学 院 長

新 潟 県 立 看 護 大 学 准 教 授

富山地方鉄道健康保険組合保健事業推進担当

国 立 保 健 医 療 科 学 院 統 括 研 究 官

読 売 新 聞 医 療 情 報 部 長

大 阪 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 長

明  海  大  学  学  長

(50音順、敬称略)
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厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会

歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

ワーキンググループ委員名簿

氏

1井 上

2井 下

3植 田

4大 内

5金 澤

6神 原

7佐 藤

8藤 田

9堀 井

10三 浦

11森 崎

12安 井

名

美 津 子

英 二

霧
壁 負i

章 嗣

紀 子

正 樹

保

尚

し づ 子

宏 子

常 落 負:

利 一

現  職

昭 和 大 学 歯 学 部 教 授

滋 賀 県 衛 生 科 学 セ ン タ ー 副 所 長

日 本 大 学 歯 学 部 教 授

新 潟 大 学 大 学 院 医 歯 .学 総 合 研 究 科 教 授

日 本 歯 科 衛 生 士 会 長

日 本 口 腔 衛 生 学 会 理 事 長

日 本 歯 科 医 師 会 常 務 理 事

新 潟 県 立 看 護 大 学 准 教 授

富山地方鉄道健康保険組合保健事業推進担当

国 立 保 健 医 療 科 学 院 統 括 研 究 官

大 阪 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 長

明  海  大  学  学  長

(50音順、敬称略)
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●

第30回地域保健健康栄養
‐
増進部会 (開催済み)

10月 14日 (金 )10:00～ 12:00

第31回地域保健健康栄養増進部会

12月 21日 (水)10ЮO～ 12:00

第32回地域保健健康栄養増進部会

1月 23日 (月 )14:00～ 16:00

第33回地域保健健康栄養増進部会

2月 28日 (火 )15:00～ 17:00

第34回地域保健健康栄養増進部会

4月 下旬～5月 下旬頃

○第1回歯科口腔保健の推進に関する専門委員会 (開

催済み )

12月 8日 (木)13:30～ 15:30、 進め方、論点整理

E第 1回 ワーキンググループ

12月 27日 (火 )15:30～ 17:30、 基本的方向性

・第2回ワーキンググループ

1月 16日 (月 )10:00～ 12:00、 骨子

・第3回ワーキンググループ
1月 30日 (月 )13:00～ 15:00、 プラン

○第2回歯科口腔保健の推進に関する専門委員会

3月 19日 (月 )17:00～ 19:00、 プラン最終



次期国民健康づくり運動プラン策定に関する意見聴取の進め方

次期国民健康づくり運動のプラン策定に当たつては、関係学会、自治体、関

係団体、等との関係の重要性から、以下の通り、意見聴取を行いながら、次期

国民健康づくり運動のプラン策定を進めていくこととする。

○ 関係学会

別紙の関係学会に対し、書面にて意見聴取を行う。開始時期に関 しては平成

23年 12月 頃を予定。但し、対象学会は、必要に応 じて、追加する。

○ 関係団体

健康日本 21推進全国連絡協議会加入会員団体 (但 し、厚生科学審議会地域

保健健康増進栄養部会の構成員が所属する団体を除 く。)に対し、書面にて意見

聴取を行う。開始時期に関しては平成 23年 12月 頃を予定とする。但し、対

象団体は、必要に応じて、追加する。

○ 自治体

平成 23年度の全国健康関係主管課長会議にて、次期国民健康づ くり運動プ

ラン策定の検討状況等について報告するとともに、その後、意見聴取を行う。(2

月中目途)。



(別紙 )

関係学会リスト (案 )(H.23.12.21版 )

○日本アルコール・薬物医学会

○日本アルコール関連問題学会

○日本栄養改善学会

○日本栄養・食糧学会

○日本疫学会

○日本学校保健学会

○日本がん疫学・分子疫学研究会

○日本癌学会

○日本がん予防学会

○日本禁煙科学会

○日本禁煙学会     |

○日本禁煙推進医師歯科医師連盟

○日本健康教育学会

○日本回腔衛生学会

○日本高血圧学会

○日本公衆衛生学会

○日本行動医学会

○日本呼吸器学会

○日本呼吸ケア・ リハ ビリテーション学会

○日本国際保健医療学会

○日本骨粗髪症学会

○日本産業衛生学会

○日本産婦人科学会

○日本循環器管理研究協議会

○日本循環器学会

○日本小児科学会

○日本小児保健学会

○日本腎臓学会

○日本整形外科学会

○日本体育学会

○日本体力医学会

○日本糖尿病学会

○日本動脈硬化学会

○日本内科学会

○日本認知症学会

○日本肥満学会

○日本病態栄養学会

○日本臨床スポーツ医学会

○日本老年医学会

○日本老年歯科医学会

2



健康づくり対策の流れ
1980

1990

S53～
『
１

‥

‥
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第1次国民健康づくり対策

健康診査の充実

市町村保健センター等の整備

保健師、栄養士等マンパワーの確保
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S63～ 第2次国民健康づくり対策

～アクティブ80ヘルスプラン～

運動習慣の普及に重点をおいた対策

(運動指針の策定、健康増進施設の推進等)

I H12～ 第3次国民健康づくり対策    |
|     ～21世紀における国民健康づくり運動 |

(「健康日本21J)～
|

一次予防重視

健康づくり支援のための環境整備

目標等の設定と評価

多様な実施主体による連携のとれた効果

的な運動の推進
:…
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… … … … … … … … …

「

― ― …
~~~~~… … … … … … … … … … … … … ― ― ― ― ― ― … … … … ■ ― ― … … … … … … … … … … … … … …

1

I H25～ 第4次国民健康づくり対策
:

第 1回次期目民健康づくり運動
プラン策定専門委員会 資料 参考資料 1-1

健康増進法の施行
メタボ診断基準(関係8学会)

今後の生活習慣病対策の推進
について(中間とりまとめ)

医療制度改革関連法の成立
健康日本21中間評価報告書
特定健康診査・特定保健指導 開始
すこやか生活習慣国民運動 開始
「sma羹 日fO Pttect」 開始
「健康日本21」最終評価
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1回 次期 国民健康づ くり運動プラン策定専門委員会 考資料・1-2
「健康日本 21」 最終評価 (概要)について H23.10.13

I は じめに (健康 日本 21の策定と経過な ど)

○  「21世紀における国民健康づくり運動 (健康日本21)」 は、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸

等の実現を目的とし、平成22年度を目途とした具体的な目標を提示すること等により、関係機関

・団体等を始めとして、国民が一体となつて取り組む健康づくり運動 (運動期間は平成12年 度か

ら平成24年度まで)である。平成19年 4月 に中間評価報告書を取 りまとめた。

Ⅱ 最 終評価の目的 と方法

O 健康日本 21の評価は、平成22年度から最終評価を行い、その評価を平成25年度以降の運動の推

進に反映させることとしている。(平成23年 3月 から「健康日本 21評価作業チーム」を計 6回開

催 し、評1面作業を行つてきた。)

○ 健康日本21では9分野の目標 (80項 目、うち参考指標 1項目及び再掲21項 目を含む。)を設定し

ている。これらの目標の達成状況や関連する取組の状況の評価などを行つた。

Ⅲ 最 終評価の結果

1 全体の目標達成状況等の評価

・ 9つの分野の全指標 80項 目のうち、再掲 21項 目を除く59項 目の達成状況は次のとおり。Aの「目

標値に達した」とBの 「目標値に達していないが改善傾向にある」を合わせ、全体の約 6割で一定

の改善がみられた。

評価区分 (策定時
十

の値 と直近値を比較 ) 該当項目数く割合>
A 目標値に達 した 10項 目 <16.9%>
B 目標値に達 していないが改善傾向にある 25項 目 <42.4%>
C 変わらない 14項目 <237%>
D 悪化 している 9項目 <153%>
E 評価困難 1項目 <1_7%>

合 計 59項 目<1000%>
*中間評価時に設定 された指標については、中間評価時の値 と比較

【主なもの】

A:メ タボリックシンドロームを認知している国民の割合の増加、高齢者で外出について積極的態度

をもつ人の増加、80歳で 20歯以上・60歳で 24歯以上の自分の歯を有する人の増加 など

B:食塩摂取量の減少、意識的に運動を心がけている人の増加、喫煙が及ぼす健康影響についての十

分な知識の普及、糖尿病やがん検診の促進 など

C:自殺者の減少、多量の飲酒する人の減少、メタボリックシンドロ∵ムの該当者・予備群の減少、

高脂血症の減少 など

D:日 常生活における歩数の増加、糖尿病合併症の減少 など

E:特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上 (平成 20年か らの 2か年のデータに限定される

ため)

2 分野別の評価

・ 各分野 (栄養・食生活、身体活動・運動、体養 。こころの健康づ くり、たばこ、アルコール、歯の

健康、糖尿病、循環器病、がん)の指標項 目ごとに達成状況と評価、指標に関連 した施策、今後の

課題を取りまとめた。 (特 に直近実績値に係るデータ分析や課題などについて、コメン トを加え、

評価の理由やポイントについて分かりやす く示した。)
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3 取組状況の評価

・ 自治体における健康増進計画の策定状況は、都道府県 100%(市町村 76%で あった。
・98%の都道府県で健康増進計画の評価を行う体制があり、中間評価も実施されていたが、市町村

では約半数であった。また、健康増進施策の推進体制については、98%の都道府県で関係団体、
民間企業、住民組織が参加する協議会・連絡会等の体制があり、市町村でも7割弱を占めた。

口都道府県の健康増進施策の取組状況については、9分野のうち「充実した」と回答 した割合が高か

ったのは、がん (89%)、 たばこ (83%)など、50%を下回つたのはアルコール (23%)と 循環   _
器病 (43%)であった。目標達成の状況は、今後の各自治体での最終評価の状況を踏まえた整理く
が必要である。

・市町村で各分野の代表項目で「充実した」と回答した割合が高かつたのは、がん検診の受診者の増
加 (66%)、 特定健康診査・特定保健指導の受診者数の向上 (61%)な どであった。

・健康日本 21推進全国連絡協議会の加入会員団体で、取組体制について担当者を決めたとする団体
は 81%と高く、他の機関や団体との連携や年度ごとに計画を立てた取組の実施も6割を超えた。

Ⅳ おわりに (次期国民健康づくり運動に向けて)

1 次期運動方針の検討の視点

① 日本の特徴を踏まえ lo年後を見据えた計画の策定

② 目指す姿の明確化と目標達成へのインセンティブを与える仕組みづくり
③ 自治体等関係機関が自ら進行管理できる目標の設定

④ 国民運動に値する広報戦略の強化

⑤ 新たな理念と発想の転換

2 次期運動の方向性

① 社会経済の変化への対応
・家族・地域の絆の再構築、助け合いの社会の実現 (東 日本人震災からの学び等)

・人生の質 (幸せ・生活満足度等)の向上
・全ての世代の健やかな心を支える社会の在 り方の再構築 など

② 科学技術の進歩を踏まえた効果的なアプローチ
・進歩する科学技術のエビデンスに基づいた日標設定
・個々の健康データに基づき地域・職域の集団をセグメント化し、それぞれの対象に応じて確実に

効果があがるアプローチを展開できる仕組み
・最新技術の発展を視野に入れた運動の展開

③ 今後の新たな課題 (例 )

・休養・ こころの健康づくり (睡眠習慣の改善、働く世代のうつ病の対策)

・将来的な生活習慣病発症の予防めための取組の推進                       ‐

・高齢者、女性の健康
・肺年齢の改善 (COPD、 たばこ)な ど
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健康日本21の各 目標項目における評価

A:目標値に達した(10項 目、再掲除く)

目標 項 目 :1 15 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を認知している国民の割合の増加

目標 項 目:24 小出について積極的な態度をもつ人の増加 [運動習慣者の割合]

日標 項 目:25 同らかの地域活動を実施している者の増加 [地域活動を実施している人]

目標 項 目 :32 睡眠による休養を十分にとれていない人の減少 [とれない人の割合]

目標 項 目:62 フッ化物歯面塗布を受けたことのある幼児の増加 [受けたことのある幼児の割合(3歳 )]

目標項 目:67 進行した歯周炎の減少 [有する人の割合]

目標 項 目 :6 11 30歳で20歯 以上、60歳で24歯以上の自分の歯を有する人の増加 [自 分の歯を有する人の割合]

目採 項 目:612 定期的な歯石除去や歯面清掃を受ける人の増加 [過去¬年間に受けた人の割合]

目標 項 目:613 定期的な歯科検診の受診者の増加 [過去1年間に受けた人の割合]

目標 項 目:76 糖尿病有病者の減少(推計)

B:目 標値に達していないが改善傾向にある(25項 目、再掲除く)

目標 項 目 :1 3 食塩摂取量の減少 [コ 日当たりの平均摂取量]

目標 項 目 :1 8 量、質 ともに、きちんとした食事をする人の増 加 [1日 最低 1食、きちんとした食事を、家族等 2人以上 で楽しく、30分以
トハ1+ィ ルス 1´髯室I`ゝ 1

目1栞項 目 :1 9 外食や食品を購入する時に栄養成分表示を参考にする人の増加 [参考にする人の割合]

目標 項 目:110 自分の適正体重を維持することのできる食事量を理解している人の増加 [理解している人の割合]

目標 項 目 :1 12 ヘルシーメニューの提供の増加と利用の促進 [提供数、利用する人の割合]

目標項 目:21 意識的に運動を心がけている人の増加 [意識的に運動をしている人の割合]

目標 項 目:27 安全に歩行可能な高齢者の増加 [開眼片脚起立時間20秒以上に該当する人の増加]

目標 項 目:41 喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識の普及 [知つている人の割合]

目標 項 目:42 未成年者の喫煙をなくす [喫煙している人の割合]

目標 項 目:43 公共の場及び職場における分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及 [分煙を実施している割合]

目標 項 目:44 禁煙支援プログラムの普及 [禁煙支援プログラムが提供されている市町村の割合]

(参考指標 )

日標項 目:45 喫煙をやめたい人がやめる 参考

目標 項 目:52 未成年者の飲酒をなくす [飲酒している人の割合]

目標 項 目:61 う歯のない幼児の増加 [う 歯のない幼児の割合(3歳 )]

ロカR項目:64 一人平均う歯数の減少 [1人平均う歯数(12歳 )]

目標 項 目:65 学童期におけるフッ化物配合歯磨剤の使用の増加 [使用している人の割合]

目標 項 目:6 6 個別的な歯口清掃指導を受ける人の増加 [過去1年間に受けたことのある人の割合]

目標 項 目:68 歯間部清掃用器具の使用の増加 [使用する人の割合]

目標 項 目:74 糖尿病検診の受診の促進 [受 けている人の数]

目楳 項 目:7 5 糖尿病検診受診後の事後指導の推進 [受けている人の割合]

目標 項 目:77 糖尿病有病者の治療の継続 [治療継続している人の割合]

目標項 目:85 害血圧の改善(推計)参考

目標 項 目:810 に康診断を受ける人の増加 [検診受診者の数]

目標 項 目:8 11 生活習慣の改善等による循環器病の減少 (推計)

日標 項 目:97 がん検診の受診者の増加 [検診受診者数]
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C:変わらない(14項 目、再掲除く)

目標 項 目 :1 1 適正体重を維持している人の増加 [肥満者等の割創

目1票項 目:1 2 脂肪エネルギー比率の減少 [1日 当たりの平均摂取比判

目標 項 目 :¬ 4 野菜の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取劉

目標 項目:16 自分の適正体重を認識し、体重コントロールを実践する人の増加 [実践する人の割創

目標 項目:1 ¬1 自分の食生活に問題があると思う人のうち、食生活の改善意欲のある人の増加 [改善意欲のある人の割合]

ヨ標項目:1 13 学習の場の増加と参加の促進 [学習の場の数、学習に参加する人の割合]

日標 項 目:1 14 学習や活動の自主グループの増加 [自 主グループの数]

目標 項 目:23 運動習慣者の増加 [運動習慣者の割合]

目標 項 目 :3 4 自殺者の減少 [自 殺者細

目標 項 目:51 多量に飲酒する人の減少 [多量に飲酒する人の割合]

目標 項 目:5 3 櫛 度のある適度な飲酒」の知識の普及 [知っている人の割合]

目標 項 目:63 間食として甘味食品・飲料を頻回飲食する習慣のある幼児の減少 [習慣のある幼児の割合(1歳 6ヶ月児)]

目標 項 目:7 10 メタホリックシンドローム (内臓月旨肪症候群)の該当者・予備群の減少
「メタボ :Jックシンドローム (内 職1旨防庁促鷲)の 言夕当者・子備甦の 人斯 ran～,4毒、1

日標 項目 :87 高脂血症の減少 [高脂血症の人の割合]

D:悪化している(9項 目、再掲除く)

目標 項 目:1 5 カルシウムに富む食品の摂取量の増加 [1日 当たりの平均摂取量(成人)]

ヨ標 項 目:17 朝食を欠食する人の減少 [欠食する人の割合]

目標 項 目:22 日常生活における歩数の増加 [日 常生活における歩劉

目標 項 目 26 日常生活における歩数の増加 [日 常生活の歩割

目標 項 目 :3 1 ストレスを感じた人の減少 [ストレスを感じた人の割合]

目標 項 目:33 睡眠の確保のために睡眠補助品やアルコールを使うことのある人の減少 [睡眠補助品等を使用する人の割合]

目榛 項 目:82 カリウム摂取量の増加 [可 日当たりの平均摂取量]

ロオ票珀百目:9 4 1日 の食事において、果物類を摂取している者の増加 [摂取している人の割合]

E:評価困難 (1項 目、再掲除く)

標項目:7111メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念を導入した健診・保健指導の受診者数の向上
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次期国民健康づくり運動プラン (基本的な

方針案)※ 見直 しの視点等

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための

基本的な方針 秤成15年 4月 30日 厚蛸働省告轟 195il

次期国民健康づく

○前文 ～ 方針の趣旨 。目的
。目指す姿～すべての国民が健やかで心豊かに

生活できる活力ある社会

・目的～壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸、

生活の質の向上

・趣旨～国民の健康 (心身の健康)の増進の総

合的な推進を図るための基本的な事項を示

すもの

第一 国民の健康の増進の推進の基本的な方向

一 一次予防の重視

・従来の疾病対策の中心であつた二次予防や

二次予防にとどまることなく、一次予防に

重点を置いた対策を推進

二 健康増進の支援のための環境整備

1 社会全体による支援

・家庭、地域、職場等を含めた社会全体が、

個人の取組を支援することが重要

2 休日及び休暇の活用の促進     ｀

・個人の休日等における健康づくり活動の支

援や健康休暇の普及促進等の環境整備が

必要

三 日標の設定と評価

=科学的根拠に基づく具体的目標の設定や目

標到達のための諸活動の成果の適切な評

価が必要

四 多様な関係者による連携のとれた効果的

な健康増進の取組の推進

1 多様な経路による情報提供

・国民に対する十分かつ的確な情報提供が

重要。このため、多様な経路によりきめ

細かな情報提

供の推進が必要

2 ライフステージや性差等に応じた健康増

進の取組の推進
口対象者の特性やニーズ等を十分に把握 し

、ライフステージや性差に応じた健康課

※目指す姿は、10年後を見据えどう考えるか。

※目的は、左の3項目のほか、追加すべきものが

ないか。

※方針の対象期間や評価時期などを盛り込んで

はどうか。 (対象期間～ 10年間 <H25.4.1～ H35

.3.31>、 評価時期～中間評価 (5年度日)、 最

終評価 (最終年度))

※基本的な方向として盛り込むべき事項につい

てどう見直すか。 (項 目の追加や順番の変更など

を行 うか。)
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題に対して配慮しつつ、手L幼児期からの

健康増進の取組を効果的に推進すること
が重要

3 多様な分野における連携
・厚生労働行政分野における健康増進に関

する対策のみならず、学校保健対策やま

ちづ くり対策、障害スポーッ分野におけ

る対策等、関係行政分野、機関等との十

分な連携が必要

'国、都道府県、市町村及び特別区、健康

増進事業実施者、医療機関その他の関係者

間の相互の連携も必要

第二 国民の健康の増進の目標に関する事項
・国～健康増進についての全国的な目標を

設定 し、広く周知するとともに、継続的に

健康指標の推移等の調査・分析を行い、結

果情報 を還元することで国民の取組を支

援

・地方公共団体～全国的な目標を参考に、実

情に応 じ、関係者間で共有されるべき目標

を設定

・地域、職場、学校、個人等～これ らの目標

を参考 としつつ、地域等の実情に応 じて目

標を設定 し、そのための計画を策定するこ

とが望まれる。

第二 都道府県健康増進計画及び市町村健康増

進計画の策定に関する基本的な事項

一 健康増進計画の目標設定

二 計画策定に当たって留意すべき事項

第四 国民健康・栄養調査その他の健康の増進に

関する調査及び研究に関する基本的な事項
― 健康増進に関する施策を実施する際の調

査の活用         ′、、

二 健康の増進に関する研究の推進

第五 健康増進事業実施者間における連携及び

協力に関する基本的な事項

第六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健

康の保持その他の生活習慣に関する正 しい

知識の普及に関する事項

― 基本的考え方

二 健康増進普及月間

第七 その他国民の健康の増進に関する重要事

項

一 国民の健康増進の推進体制整備
二 民間事業者等との連携

三 健康増進を担う人材

※現行の告示の柱立て (第一から第七まで )

に定める事項」に基づくもの。

※主要な指標について数値目標として盛り込ん
ではどうか。

※国、地方公共団体、地域等の役割などについて

、変更 “充実すべき点があるか。

※現行を基本としつつ、変更・充実すべき点があ
るか。

は、健康増進法第7条第2項各号に掲げる「基本方針
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(参 考 )

( 案  )
―個人の行動変容と良好な社会環境の実現を通して、生活と社会環境の両者の質の向上を図る一

生活の質の向上

↑
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医療へのアクセス、健康格差の縮

や社会生活機能低下は、可
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第1回次期目民健康づくり運動
プラン策定専門委員会 資料

健康づくりをめぐる
日本の社会経済、人口構造等の状況 .



0実質GDP成長率は高度経済成長期には6～ 10%超、オイル
ショックで急激に物価が上昇。

実質GDP成長率、物価上昇率、現金給与総額の増減率
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資料 :内閣府 「国民経済計算」、総務省統計局「消費者物価指数J 厚生労働省大臣宮房続計情報部「毎月勤労綺計調
査」より厚生労働省政策続括日付政策評価富室作成

(」  現金給与総額増減率について、1970年 までは製造業かつ事業所規模 30人以上、1971年以降は全産業の平均
かつ事業所規模 30人以上。
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資料 :平成23年版 厚生労働自書

0女性の半数以上が非正規雇用であり、近年は男性も非正規雇用の割合が増加。

93

雇用形態別雇用者の変化

2007
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資料 :総櫛 計局「就業構造基本調査」

2.310

1.00o     o (万A1 0     1,000   2,000

より厚生労働省政策統括富付政策評価官室作成

柵魃‖

資料 :平成23年版 厚生労働自書
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○完全失業率は1%前後で1970年代まで推移、近年急激に上昇。

完全失業率と有効求人倍率の推移
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資料 :総務省統計局「労働力調到 、厚生労働省亀謀安定局 隠業安定業務続計J

(注)有効求人倍率は、新規学卒者を除きパートタイムを含む。また年平均の数値である。
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資料:平成23年版 厚生労働白書

0若年者の完全失業率は依然として厳しい状況。

若年者の完全失業率の推移
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資料 :総務省続計局 陽働力調コ
(D 完全実業率は年平均

-2…

資料 :平成23年版 厚生労働白書



O不安定な形態の就労に従事している若年者は依然として多い。

208 ″́

181

2002  2003  2004  2005   2006  2007  2008  2009  2010 (年
)

資料 :総務省続.・IS陽慟力調査 鮮細鮒 )」

(注)fフ リータJの 定実は、15～ 34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者とし、
1 雇用者のうち勤め先における呼称が「パートJ又は「アルバイト」である者
2 完全失業者のうち探している仕事の形態が レf 卜・アルバイトJの者
3 非労働力人口で 家事も通学もしていない「その他」の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の

形態が「パート アルバイト」の者の合計。
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資料 :総務省続計局 勝 働力調劃
(D 「ニー トJの護 は、15～ 34歳で、

ニートの数の推移
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フリーターの数の推移
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資料 :平成23年版 厚生労働自書
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資料 :平成23年版 厚生労働白書



O単身世帯が増加する一方で、「夫婦と子」、三世代同居等の「その
他」の世帯は減少。

家族類型別一般世帯数と平均世帯人員の推移
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資料 :国立社会采障・人□問題研究所「日本の世帯数の将来推計 (全国推計)(2008年 3月推諦 J

(潜 集計の出発点となる基準人□は、総務省統計局「El勢調百」(2005年 )に調整を加えて得たものである。

資料:平成23年版 厚生労働白書

0単身世帯は今後も増加が予測。そのうち、高齢者の単身世帯も増加。

単身世帯 (高齢者単身世帯)、 三世代同居の推移

1960196519701975198019851990 19952000200520102015202020252030m

資料 :日立社会保障・人□問題研究所「日本の世帯数の将来推計 lem推計)(2008年 3月描詢 J

0 1 集計の出発点となる基準人口は、総務省統計局 f日勢口司 (20050に調整を加えて得たものである。
2 三世代同居とは、臨 と子どもと両親から成る世帯J「夫婦と子どもと片親から成る世帝Jを合計したもの

である。
3 高齢者単身世帯の 1960年は世帯主の年齢が70歳以上、1965年以降は世帯主の年齢が65認以上の単身世

帯である。
資料:平成23年版 厚生労働白書
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O生涯未婚率は男女とも上昇傾向にあり、今後もさらに上昇。

生涯未婚率の推移
(%)
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資料 :国立社会保障 人□問題研究所「人□統計資料集J(2010年版)、 「日本の世帯数の将来推計 (全国推計)(2008
年3月推討 J

(注)生涯未婚率とは、50歳騎点で一度も結婚をしたことのない人の割合であり、2005年までは「人□続計資料集
(2010年版)J、 2010年以降|す 「日本の世帯数の将来推計Jよ り、45～49歳の未婚率と50～ 54歳の未婚幸
の平均である。

資料 :平成23年版 厚生労働白書

O離婚件数は増加傾向にあり、とりわけ妻が未成年の子の親権を行う離婚が増加。

離婚件数と親が離婚した未成年の子の数の推移
側 )
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資料 :厚生労働省大臣官房続誌 報部「人□動麟露酬
(D 未成年の子とは、20歳未満の未贈の子をいう。親権とは、未成年の子に対して有する身分上、財産上の監督、

保護を内容とする権利、義務をいう。

資料:平成23年版 厚生労働自書
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O高等学校等進学率は1970年代に90%を超え、現在は2人に1人が

大学に進学。

進学率の変化
(%)
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真料 :文S科学省 際校≡本調剤
(D l 高等学校等への進学率 :中学校卒業者及ひ中雪教育学校前期課程修ア者のうち、萬等学校 ●等取言学校

―

別支援学饉 ,いの本料 ‐別

'並
びにお等綱 学校に進学した者の占

“

比率 (高寺学校

の洒侶制潔性 体 科)への進学者を除く)

2_大学 短期大学への進学事 :大学学部 ‐短期大岸躊刹入学者数 (8年度高卒者等をさむ。)を 3年 31の中学

磨 鶏 及び中●ュロ学校8」0中 で除した

輝 れ こ進学した詢 比率  資料 :平成2鉾 版 厚生労働白書3 -の 進学率 :大学学部卒業者のうち、ただちに痣



O全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は、増加傾向にあり、平成22年度
では、55,154件。

児童虐待IE談対応件数の推移

…
Ⅲm 1372 L“ ザ Iプ

注):平 成22年度は、東日本大震災の影奢により、宮城県 IIn島 県を除いて集計した数値である。

社会保障審議
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母子健康手帳が未発行である
特別の事情がないにも関わらず中絶を希望し
ている
医師、助産師が立ち会わないて自宅等て出産
した
妊婦健診力味 受診である
(途中から受診しなくなった場合も含む)

妊産婦等との連絡が取れない
(途中から関係が変化した場合も含む)

'L幼

児にかかる健診が未受診である
(途中から受診しな<なった場合も含む)

子どもを保護してほしい等、保護者等が自ら
相談してくる
虐待が疑われるにもかかわらず保護者等が虐
待を否定
過去に lll」l中の未遂がある
訪間等をしても子どもに会わせてもらえない
双子を含む複数人の子どもがいる
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会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会
で指摘した虐待による死亡が生じ得るリスク要因

資料 :厚生労働省「平成22年度 福祉行政報告例J

生活環境等の側面

O 児童委員、近隣住民等から様子がおかし
いと情報提供がある

O きようだいに虐1寺があった
○ 転居を繰り返している

援助過程の側面

○ 単独の機関やj8当者のみで文」応してしヽる
○ 要保護児童対策地域協議会 (子ともを守

る地域ネットワーク)が一度も開催されて
いない

0 関係機関の役割、進行管理する機関が明
確に決まっていない

※子どもが低年齢、または離婚等によリー人親の場合であって、上記に該当する場合は、特に注意し
て対応する必要がある。                                ・欝

醤期ξ蔑攣離貪霧輩鷹戴置籍翌電
田こ関する専門委員会
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O総人口は増加傾向から減少傾向へご
0高齢者人口の増加・生産年齢人口の減少。

端 ・
j
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資料 :案篠饉 0920～
",0年

)は 8瘍省「口勢調」 、「人口推IfJ、 昭 和
"年

人口調査」、lE計値 120"～

却55年 )は日立社会保障 。人口問題研究所「日本の将来推計人口 (平成18年 12月 推計)」 の中位推計に
よる。

注 ¬94:～ !043tは 、1940年と,9“年の年

“

3区分男1人 口を中間薔問した。1045～ 1971年は沖

“

県を含ま
ない。

'た
、日勢調査年については、年齢不詳分を校分している。

資料 :内 閣府「平成21年販子ども 子育て自書 J

人口構造の変化



O平均寿命は延伸。
A
ロロ

日本の平均寿命
女 86.39歳

男 79.64歳

甲|レ 資料:厚生労働省
「平成22年簡易生命表の権況」
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O健康寿命は延伸。

健康寿命(WHO方式)の国際比較
65      70      75

日本

アイスランド

オーストラリア

スペイン

■健康寿命

各種指標による健康寿命の推移
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資料:総務省統計局「世界の統計20101を
もとに作成
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平均自立期間 (65歳 時 )

平成17年  一  平成21年

男性  1666 - 1724 (年 )

男性  o854
女性 7200

都道府県分布 (平成21年 )

1534～ 1794(年 )

都道府県分布 (平成 19年 )

68 95～ 72 53 (4「 )

20 13  ‐ 19 33～ 21 38

平成 7年  ‐  平成19年

日常生活に制限のない平均期間 男性  6849 ‐  7074(年 )

自党的に健康な平均期間

75 96

布

6972 (年)  6740～7101(年 )

72,3 (年)  7106～ 7490(年 )

平成21年
都道府県最小値 最大値

(平成21年 )平成14年   ‐

1689 (年 )

20 18   (1ド )

1559～ 1760(年 )

19 29～ 21 08 (4F)

日立調整健康余命 (65歳時 ) 男性 1647 ‐

女性  1990 ‐
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資料 :「健康日本21」最終評価



01970年代以降急上昇する高齢者の受療率。

/ 間隔 14,7

年齢階級別に見た受療率 (人口10万対)の年次推移(入院)

(人□ 10万対)
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資料 :厚生労働省大臣官房統計情報部 f患者調査」

資料:平歳23年版 厚生労働自書

O医療の進歩により、結核等の感染症による死亡が減少。がん等の生活習慣病が増加ふ

死因で見た死亡率の推移
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資料 :厚生労働省大臣官房続計情報部 千人口動態統酬

(D 2010年は概数値である
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資料:平成23年版 厚生労働白書



O要介護認定者数は増加。特に、軽度、中程度の者の増加率が高い。

要介護度別認定者数の推移

計 123%

要
介
護

要
支
援

ヾ
=

94%

86X

12596

117%

151%

1

2007 2k18 20∞  2010に, 2000年と2010年の比較

和 要支援 [ 要支援1

‖1要介護3 撚 要介護4

1‖ 要支援2 〃 経過的]重 要介聾1 1要介護2

言 要介護5

資料 :厚生労働省老健局「介護保険
=業

状況報告J他
(注)数値は 4月末B

資料 :平成23年版 厚生労働自魯

0サービス受給者数は、10年で約254万人(170%)増加。
O特に、居宅サービスの伸びが大きい。(10万で203%増 )

介護サービス受給者数の推移
(万人 )

400

300

200

100

0

2000年4月サービス分 2010鋼月サービス分

1旧1居宅サービス (2009年 4月サービス分1よ、介護予防サービスを含む)

凛 施設サービス

地域密着型サービス 限 密着型介護予防,一ビスを含む)

資料 :厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告」
(濁  1 介護予防サービス、地域密着型サービ女及び地域密着型介霞予防サービスは

に伴つて劇設された。
2 各サービスe18者の合計とサービス受給者は― 整のため一致しない。

2005年の介護保健制度改正

資料:平成23年版 厚生労働自書
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O急増する老人医療費 .

国民医療費及び老人医療費の年次推移
(1973年 1̈00,

=000

1973 1975 1977 1979 :981 1,33 :985 :987 :,39 1991 1993 1995 1997 1999 20D1 2003 210S 21117 〔年コリ

資料 :厚生労働省大臣管房続論 報部「国民医療剤 、保険局 幽 高齢者医療事業年報J

(注)後期高齢者 (老力 医療費は、1983年 1月 以前は10老人医療費支給制度の対象者に係るものであり、1983年
2月以降は老人保健法による医療の対賭 に係るものであつて 老人保腱制度の創設に伴う対象者の拡大のた

め 1981年度と 1982年凰 19824Eと 1983年度は単純にtLuで きない。また、2∞8年 4月以降は後期薦

齢者医療賀であり、制度が異なるため2007年度と2008年度についても単純に比較できない。

資料 :平成23年版 厚生労働自書

∞

。

00ECD加盟国の中で、我が国の保健医療支出のGDP比および一人当たりの総保健医療
支出は平均をやや下回る。

OECD加盟国の医療費の状況(2008年 )

アメリカ合衆国 160 1 7.538 1

フランス 112 2 3.696 10

スイス 107 3 4.627 3 *

ドイツ 105 4 3,737 9

オーストリア 105 4 3.970 7

カナダ 104 6 4,079 5 ,

ベルギー 102 フ 3.677 11
`

ポルトがレ 9, 8 2151 23 巌

オランダ 99 8 4.l163 6 *

ニュージーランド 98 10 2.683 22

ァンマーク 97 3.540 12 棗

ギリシャ 97 2.687 21 ※

スウェーデン 94 13 3.470 13

アイスランド 91 14 3.359 14

イタリア 91 14 2.870 19

スペイン ,0 16 2.902 18

ポ
‐」厳
ご
考
〓

英国 87117 3.129

アイルランド &ア 17 3,793 8

ノルウェー 二壺 li■ 5,003 2 *

オーストラリア 85119 3.353 ｂ́ X

フィンランド dイl'1 3.008 17

日本 ■3■ 122 ″ 29 1 20 葉

スロ′マキア 1,738 26

ハンガリー 1437 27

ルクセンカ レク 子21挙 4210 4 ※

チェコ |ス1126 1,781 25

ポーランド 70127 1.213 23

チ リ 169128 999 29

韓国 651 29 1.801 24

トルコ 601  30 767 31 ※

メキシヨ 59i 31 852 30

OECD平均 901 3.060

01歯
:菫梱日酔 器毀哺ソ錫a′じクセン易レクは20“年の7~"

3_■ の翻遭は予測値

資料 :平成23年版 厚生労働自書
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O平成21年の「相対的貧困率」は16.0%、「子どもの貧困率」は15.7%。

％

・
師

¨

お

節

“

１０

５
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費
困
率

ニ
ル
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の
賛
困
率
、

一ｔ
ｆ
つ
が
い
う
一
役
世
帯

・
大
人
が
二
人
以
上

」
メ

，

=聟 鐘 rミ ≡ ジ 三

貧困率の年次推移

/｀く、
.査ゲ11《

右?  ∞

｀
｀

、     ~ 
｀

大

｀`
fO1 50^

佐輸 τダもの貧困卒佐0 1αO が

子どもが,藩曳役世帯〔左輸
対 、が二>よ上(左■)

昭f069年  63 平成
'年

 6  9  2  15  18  21
注 :1)平成 6年0数値は、兵庫県を除いたものである。

2)省国率は、OECDの 作成屋黎 cをヽ てヽ算出している。
3)大人とは:3歳以上のま 子どもとは17歳以下の者をいい、現絵世帯とは世帯主が

"潮
以上65歳未満の世帯をいう。

4)害価可処分所得

―

除く。     資料 :厚生労働省「平成22年 国民生活基礎調査の経況」

〇生活保護受給者数は過去最高の205万人(平成23年7月時点)。 ___ 」
万世薔

―‐―鸞数

― 高齢青世薔

―X―

`1吉
=世

薔

l●病青世薔

―
母子世帯

~そ の他の世薔

注:総数には保護停止中の世帯も含む。

資料 :厚生労働省 r平成22年度福祉行政
報告例の概況J

1∞
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` .被保護世帯数

― 被保護実人員

)平成22年 3月 分までは確定数
)東 日本大震災の影響により、平成23年2月 分は郡山市以外の

刊.1'Ю
"曖

2L20466739-η ぉt234567の
  資料:臀

認 雲 7蹴 チ

告例
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O自殺者は平成10年に急増し、その後年間3万人程度の高い水準で推移。
O自殺は様々な要因が重なつて生じるが、精神疾患、中でもうつ病、統合失調症、依存症

は特に自殺の大きな要因と考えられている。

日本の自殺の現状

0自殺者数は平成10年に急増し、その後年間3万人程度の高い水準で推移している

O自殺は横々な要因が重なって生じるが、精神疾患、中で●ユコ風 籍合失調庁 俵稀 は特に自殺の大きな要因と考え
られている。

|コ

ひ0

40,000

35.000

30,000

25,000

20,000

15.000

10,000

S.000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

警察庁結計における自殺の原因・動機 (2010句

資料 :警察庁統計

2002 2003 2004 2005 2006 20072003 2009 2010

原因慟 機は3つまで計上

資料:平成23年版 厚生労働自書

目骰普 原因・0
E"正 看

躍庫間魁 鯖 宇庭間踵 勁務問題 男蝸 題 鋼 電 その他

うつ病 齢

失調症

ア,レ コー,レ

は離

の

ユ

他

疾

み

わ
帥
蠅

饉 お 問□

2010年
31690 23572 15802

(670/● )

ス020
(298%)

1.242 7.438 2590 1.533

2006年度 2007年度
| ‐ 2008年度 2009年度 2010年度

腿 労死」等
請求件数 938 931 889 767 802

支給決定件数 355 392 377 293 285

精神障害等
請求件数 819 952 927 1136 1181

支綸決定件数 20S 268 269 234 308

「過労死」等及び精神障害等の労災補償状況
(2006(平 成18)～ 2010(平成22)年度)

資料 :厚生労働省労働基準嗣 べ。
(D l_鵬 列 零とは、業務により脳 心臓疾患 (負傷に起因するものを除く。)を発症した事業 (死亡を含む。)

をいう。
2 精神障害等とは、業務により精神障害を発症した●案 (自殺を3む。)をいう。
3 撓求件数は当該年度に請求されたものの合計である旗 支給決定件数は当該年度に請求されたものに限る

ものでlよない。                             ●螢 ェ澤っ費存EE`

脳血管疾患及びa血性心疾患寺〈r過労死」等事案)の労災補償状況tFl
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資料:平成23年版 厚生労働自書
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資料 :厚生労働省「平成22年度 脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況まとめJ
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0約 7割が悩みや不安を感じている。

日常生活での悩みや不安
lul

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ご
゛ ゛゛ ゛゙ ●゙゛゙

`゛
゛゙ ゛゙ ゛゙фф゙ ゛バ0゛゛゙ ゛゙ ゛゙ ゛゙ 件)

資料 :内閣府 「国民生活にF73する臨 調査J

(注)1964年調査までは 不安が「あるJ 不安が fない。不明Jを聞いている。

資料 :平成23年版 厚生労働自書

O以前は自分や家族の健康についての悩みが多かつたが、最近は「老後の生活設計」「自
分の健康」「今後の収入や資産」についての悩みが多い。

的
６。

悩みや不安の内容

2005

-15-
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平均寿命と1960～ 2009年に伸びた年数

Life expectancy at bir山 ,2009(or nearest year availablel,
and years gained since■960
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Health expttditutt as a share ofGDR 1960‐ 2009,sdected oECD countries

中中‥― Canada ― ― ― 」apan

OECD加盟国における1960～2009年のGDP中の健康関連支出
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料4-1

次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

における次期国民健康づくり運動に

関する委員提出資料
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1.

栄養・食生活

健康日本 21の最終評価

栄養・食生活分野では、 15の指標があり、A目 標に達 した1項目、B目 標に達していな

いが改善傾向にある5項目、C変わらない 7項 目、D悪化している2項目であつた。

今後の課題としては、以下の4点があげられた。

① 個人の生活習慣全体を包括的に捉えた新たなアプローチとともに、子どもの頃からの望

ましい生活習慣の定着を強化する必要がある

② 食塩摂取量の減少のように個人の努力だけでは、これ以上改善が困難なものについては、

栄養成分表示の義務化や市販食品の減塩など企業努力を促すための環境介入が必要。

③ 地域格差や経済格差の影響が大きくなることも想定されるため、社会環境要因に着目し

た戦略が必要。

④ 男女とも20歳代で栄養素の摂取や行動変容が乏しいことから、この年代への対策が必要。

特に男性は 20歳代から30歳代にかけて体重を増やさないためのアプローチが必要。

栄姜・食生活分野の目標の考え方

健康日本 21の最終評価を受けて、次の点を次期プランの特徴とする。

・個人の健康づくりだけでなく、地域社会自体が健康であること (誰 もが主体となれる健康

で Happyな地域社会づくり)をめざす。→課題③に対応しつつ、さらにヘルスプロモーシ

ョンの本来のねらいをカロえる。

・個人の健康づくりでは、子どもを含めた各ライフステージの重点課題を目標とする。→課

題①④ 特に、子どもの食習慣 (早期の生活習慣改善が必要)、 成人期の肥満 (男性,と くに

30歳代で増カロが著しい)、 食塩摂取量 (生活習慣病予防効果が確実)については目標に入れ

る。また、政策でするべきこととして、個人が行動変容しやすい環境づくりを重点化する。

→課題②

・目標―要因―取組のつながりを重視し、可能な限リエビデンスに基づく設定をする。

2.

-1-



次 期 プ ラ ン で の 目 標 設 定 等

―栄養・食生活―

Л/百人の極蔵スリ、＼

社会生活機能低下
の軽減

の 考 え方 (案 )

健康秘差の是正 ｀
社会参加の機 健康のための資源 キ
会増加・社会の←→ (食物、保健・医
紐帯づくり 療・福祉サービス)

へのアクセス改善＼  ′
リスクファクターの低減

`″ 11111増 孫 瓦 願 組

:支 憂

の 整

翌 ___… 1::)

次期プランでの目標設定等の考え方(案)栄養・食生活
右側 I 地域社会の健康づくり(健康な地域社会づくり)

考え方
・健康な地域社会づくりにとって重要な要素として、
・「社会参加・社会とのつながり:ヽ

・「健康格差・健康のための資源(食物、保健・医療・福祉サービス)へのアクセスJをとり
あげる。
・今後10年の日本社会の変化の中で重要であると考えられること、日本での研究が比較
的多くあるため。
・健康格差は、WHOや Hedthy PeOp賂 2020等諸外国の保健計画でもとりあげられており、
公的部門の役割であるため。

作業手順            .
1.エビデンスや関連書籍の収集。
2.社会参加と生きがい等との関連、健康格差の実態について整理。
3.WHOや各国の事例から取組手法を提示。

エビデンスの整理結果

地域社会の健康づくり(健康な地域社会づくり)(別 添1)

生活の■の向上 社会の質の向上
誰もが主体となれるHappyな

生活習慣の改善 社会環境の改善

-2-



次期プランでの目標設定等の考え方(案)栄養・食生活
右側 I(地域)社会の健康づくり

誰もが主体となれるHappyな社会

//
社会参加の機会増加・社会
の紐帯づくり

ヽ

_  健康格差の是正
健康のための資源(食物、保健・医
療・福祉サービス)へのアクセス改善療・福祉サービス)へのアクセス改

¬
「社会参加増加・社会の紐帯づくり 健康格差の是正

自治体 地域特性をいかして社会参加、社会の紐
帯づくりに取組む (計画に入れる)

・機会づくり
・組織と人づくり

地域の健康格差を把握し、対策を実施
する(計画に入れる)

・環境へのアプローチ
・人へのアプローチ

国 全国共通の課題への対策
取組方法について自治体支援

全国共通の課題への対策
自治体間の健康格差の是正
・構造へのアプローチ

次期プランでの目標設定等の考え方(案)栄養・食生活
左側 ■ 個人の健康づくり

考え方
ライフステージを通した健康づくり(生活習慣病予防+α )

・疾病・リスクファクター・生活習慣・取組のつながり
・エビデンスによるプライオリティづけ(できるだけ定量化)

作業手順
1.エビデンスの収集 (リスクファクターと生活習慣の関連、生活習慣と支援方法と
の関連)。

2.社会にとってのインパクトが大きい生活習慣病やそのリスクファクターを選択。
3.リスクファクターとの関連が強い生活習慣 (食生活)を選択。
4.生活習慣 (食生活)改善に有効な支援法を選択。

エビデンスの整理結果
成人期 食塩摂取量の減少(別添2)

成人期 野菜・果物摂取量の増加(別添3)

成人期 用巴満者の減少・肥満予防(別添4)

学童・思春期 共食(別添5)
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次期プランでの目標設定等の考え方(案)栄養・食生活
左側 I個人の健康づくり 生活の質の向上

疾病の罹患率の 百要≧活機能低下の軽減

色をつけた部分を重点として目標を設定

■

「妊 娠 期 2 調幼 3 単置・ 員暮コ 4 成人期 5 高齢期
疾 病 将来 :循 環器 疾 患

繕尿病筆予防
1・ がん・ 循環器疾思・ が

ん・ 繕良病予防
死亡率低下、
は力低下防 ト

リ ス ク フ ァ ク
ター

児 の低 出生体童 の

予防

肥 洒・ や せ 予 防 1巴 濁・ や せ 、 血圧 、血

中脂質異常等予防
呂 血 L千 防

臨満予防 (男性)

やせ改● (t梓ヽ

面血圧・ 肥満 :任晏 春 予 防

生活習慣 妊帰のエネルギー

栄姜素摂取量
食品群別接取量

食事パターン

エネル子―の過不足

3大栄菱素のパ ラン
ス

食品群別 摂取量

食事パターン

食事の リズムと時間

共食

エネツレギーの過不足
3大栄養素のパランス

全
=パ

ターン

炉 両 ゑ 壽 両
‐~

量
食事づくりの自立

(次の年代への影響)

t■ 22■ほ取ユ
カリウム摂取■

食物繊維技取■
ェネルギー壺剰

3大羮羞まのバラン
ス

`層

肪静H戯ヽ

食品「Fコ1接取■ (野

莱 果物 )

食事パターン

蘇 両 ゑ 爵 両
共食

(次 の年代への影
響 )

取 組 の

ツ組
ツ

取
タ
ト

通正倅重増 711と 食
事の支援

食事 リズム、共食、

食事パ ターンヘの支
糟

食事 リズム、共食、食
事パターン、食事づ く
り支機

置 颯 え磋

野菜是艶増な支援
口 油 予防・ 滅 ■寺 尋

成 人 同様 共食、合事パ

ターンと量ヘ

の十絆
教育 医療機関での支援

市町村妊産嬌健診
教室での支援

幼稚園・保育国での

支援
市町村 1歳 半 ‐3歳 児
彗診での支櫂

学校での支援
地域での支援

職墟での支優

-

地域での支援 地域での支援

環境 栄養成分表示

腱療に良い食品、料理
の提供 (量 価格 )

マスメデ ィアの情報
(食品の広告)

栄愛成分表示

健康に良い食品、料
理 の提供 (量・ 価
格 )

マスメディアの情報

`0鳥
の広告ヽ

成人同様 施設の給食
配食サービス

食品の販売環
境
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